
平成２４年９月６日

入札契約手続きの延期について

高知県内における国土交通省及び高知県発注の工事に関して、公正取引委員会が排

除措置命令及び課徴金納付命令の前提となる、事業者に対する事前通知を９月４日に

行いました。

その詳細についてはまだ不明ですが、対象となる事業者数は、高知県内で３０数者

にのぼるとみられており、高知県を管轄する事務所発注事業で手続き中の案件におい

て重大な影響があると考えております。また今後、確実に行われるであろう排除措置

命令等の内容が不明な段階で、公共工事の入札手続きを進めることについては社会的

影響が非常に大きいと思われます。

このことから、本日以降、公正取引委員会が排除措置命令等を発出するまでの間、

関連する全ての工事について入札契約手続きを延期することとしましたのでお知らせ

します。

記

１ 対 象 工 事 高知県を管轄する事務所において本日時点で開札を行っていな

い入札契約手続き中の案件

２ 延 期 期 間 公正取引委員会が排除措置命令等を発出するまでの間

３ 今後の対応

公共工事の契約の相手方を選定するに当たっては、公共工事の契約の相手方と

なることについて社会的に批判されることのないよう厳正に対応して参ります。
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